
i n f o r m a t i o n

都市計画課　景観形成係　☎９６５－５６２０

うるま市景観条例についてのお知らせ！

第
７
回　

う
る
ま
市
民
総
合
文
化
祭

う
る
ま
市
文
化
協
会

☎
９
７
８
―
２
３
２
９

「
う
ち
そ
ろ
て 

高
め
ら
な 

う
る
ま
市
の

文
化
」
を
テ
ー
マ
に
今
年
も
ま
た
、
市
文
化

協
会
の
会
員
に
よ
る
舞
台
発
表
を
開
催
し
ま

す
。
多
く
の
市
民
の
ご
観
覧
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

【
と　

き
】

・
７
月
16
日（
土
）
午
後
６
時
開
演

・
７
月
17
日（
日
）

　
　

昼
の
部　

午
後
２
時
開
演

　
　

夜
の
部　

午
後
６
時
開
演"

【
と
こ
ろ
】
市
民
芸
術
劇
場　

響
ホ
ー
ル

【
入
場
料
】
５
０
０
円

「
危
険
物
無
事
故
の
ゴ
ー
ル
は
譲
れ
な
い
！
」

消
防
本
部　

予
防
課

☎
９
７
５
―
２
１
１
９

　

平
成
23
年
６
月
５
日（
日
）か
ら
６
月
11
日

（
土
）ま
で
危
険
物
安
全
週
間
で
す
。

危
険
物
と
は
？

　

消
防
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
一

般
的
に
次
の
よ
う
な
危
険
性
を
持
っ
た
物
品

を
い
い
ま
す
。

・
火
災
発
生
の
危
険
性
が
大
き
い

・
火
災
拡
大
の
危
険
性
が
大
き
い

・
消
火
の
困
難
性
が
高
い

※
私
た
ち
の
身
近
な
も
の
で
は
、
ガ
ソ
リ

ン
・
灯
油
・
油
性
塗
料
等
が
あ
り
ま
す
。

危
険
物
の
貯
蔵
又
は
取
扱
上
の
注
意
事
項

①
火
気
の
周
囲
で
は
、
危
険
物
の
取
扱
い
は

絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う

②
ス
タ
ン
ド
等
の
給
油
取
扱
所
で
ガ
ソ
リ
ン

や
灯
油
を
購
入
す
る
と
き
は
、
決
め
ら
れ

た
運
搬
容
器
に
入
れ
ま
し
ょ
う

③
危
険
物
を
貯
蔵
す
る
と
き
は
、
子
ど
も
や

外
部
の
者
が
容
易
に
触
れ
な
い
よ
う
に
管

理
し
ま
し
ょ
う

④
指
定
数
量
以
上
（
例
：
ガ
ソ
リ
ン
２
０
０

リ
ッ
ト
ル
以
上
、
灯
油
１
，
０
０
０
リ
ッ

ト
ル
以
上
）
の
危
険
物
を
貯
蔵
又
は
取
扱

う
場
合
に
は
、
市
町
村
長
の
許
可
が
必
要

で
す

⑤
指
定
数
量
以
上
の
危
険
物
を
貯
蔵
又
は
取

扱
う
場
合
に
は
、
危
険
物
取
扱
者
の
資
格

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
「
ア
ト
ム
」

文
化
課

☎
９
７
３
―
４
４
０
０

　

漫
画
家
・
手
塚
治
虫
氏
の
代
表
作
「
鉄
腕

ア
ト
ム
」
を
原
案
に
し
た
作
品
。
人
間
な

ら
ざ
る
者
か
ら
人
間
た
ち
に
捧
げ
ら
れ
る
、

切
な
く
哀
し
い
愛
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
テ
ー
マ

に
、「
ア
ト
ム
の
心
」
を
お
届
け
し
ま
す
。
多

く
の
皆
様
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。

【
と　

き
】
７
月
28
日（
木
）

　

午
後
６
時
30
分
開
場　

午
後
７
時
開
演

【
と
こ
ろ
】
市
民
芸
術
劇
場　

響
ホ
ー
ル

【
入
場
料
】

・
前
売
券　

２
，
５
０
０
円

・
当
日
券　

３
，
０
０
０
円

※
全
席
自
由
、
未
就
学
児
入
場
不
可

が
必
要
で
す

⑥
指
定
数
量
の
５
分
の
１
以
上
で
指
定
数
量

未
満
の
危
険
物
を
貯
蔵
又
は
取
扱
う
場
合

に
は
、
市
町
村
長
に
届
出
が
必
要
で
す

⑦
危
険
物
取
扱
免
許
状
取
得
者
で
、
現
在
指

定
数
量
以
上
の
危
険
物
を
貯
蔵
取
扱
い
し

て
い
る
者
は
、
３
年
に
一
回
の
法
定
講
習

（
保
安
講
習
）
を
必
ず
受
講
し
ま
し
ょ
う

⑧
危
険
物
を
貯
蔵
取
扱
い
し
て
い
る
事
業
所

等
は
、
従
業
員
へ
の
保
安
教
育
や
訓
練
を

定
期
的
に
実
施
し
、
事
故
防
止
に
努
め
ま

し
ょ
う

⑨
危
険
物
を
貯
蔵
取
扱
い
し
て
い
る
事
業
所

等
は
、
危
険
物
施
設
に
お
け
る
安
全
管
理

マ
ニ
ュ
ア
ル
等
を
策
定
し
、
誠
実
に
実
行

し
ま
し
ょ
う

　うるま市には、美しい海岸や島嶼地域の自然景観、世
界遺産の勝連城跡に代表される歴史遺産など、特色ある
美しい景観が数多くあります。これらの美しい景観をまもり・
そだて・つくり・いかすため、この度景観法に基づく「うる
ま市景観計画」を市民の皆様との協働により策定しました。
計画の策定とあわせて、本市の景観づくりを推進するため
「うるま市景観条例」を制定しましたので、建築、開発行
為等を行う際は、本景観計画・景観条例をご確認の上実
施していただきますようご協力よろしくお願いします。

「うるま市景観条例」の施行：平成２３年７月１日
※景観条例は、現在建てることのできる建物の用途や開発
を規制するものではなく、地域の景観と調和した建築や
開発行為を誘導するものです。

※①＝景観条例の手続き（都市計画課）
　②＝建築基準法の手続き
　　　（建築指導課、指定確認検査機関）

<手続きの流れ>
建築主（又は代理人）

⬇
事前協議
⬇

行為の届出
⬇

審　査
⬇

適合確認
⬇

建築確認申請
⬇

確認済証の交付
⬇

工事の着工
⬇

工事の完了
⬇

完了届の提出

①

②

②
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